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ＪＡＦカートカレンダー登録規定 

 

※下線部：変更箇所 

改正案 現行規定 

第１条 【略】 

 

第２条 登録の方法 

１．ＪＡＦの公認する競技会を行うクラブおよび団体が、カレンダーに登録

するためには、所定の書式をもって、次の申請締切日までに、ＪＡＦへ提

出しなければならない。 

 １）～９） 【略】 

２．～４． 【略】 

 

第３条 【略】 

 

第４条 登録の変更および追加 

カレンダーの決定後に変更または追加登録を行う場合は、次のいずれかの

条件を満たしたうえ、所定の登録申請に、第６条に定める手数料を添えて、

ＪＡＦに提出し、ＪＡＦの承認を受けなければならない。 

１．～４． 【略】 

 

第５条 登録の取消し 

カレンダー登録後に、競技会の開催を取りやめる場合は、カレンダー取消

し申請に、第６条に定める手数料を添えて、ＪＡＦに提出しなければならな

い。 

ただし、天災地変その他の不可抗力によるものとして、ＪＡＦが開催不能

の理由を認めた場合、その取消し手数料は免除される。 

 

第６条～第７条 【略】 

 

以上 

 

第１条 【略】 

 

第２条 登録の方法 

１．ＪＡＦの公認する競技会を行うクラブおよび団体が、カレンダーに登録

するためには、所定の書式をもって、次の申請締切日までに、ＪＡＦ各地

方本部へ提出しなければならない。 

 １）～９） 【略】 

２．～４． 【略】 

 

第３条 【略】 

 

第４条 登録の変更および追加 

カレンダーの決定後に変更または追加登録を行う場合は、次のいずれかの

条件を満たしたうえ、所定の登録申請書に、第６条に定める手数料を添えて、

ＪＡＦ各地方本部に提出し、ＪＡＦの承認を受けなければならない。 

１．～４． 【略】 

 

第５条 登録の取消し 

カレンダー登録後に、競技会の開催を取りやめる場合は、カレンダー取消

し申請書に、第６条に定める手数料を添えて、ＪＡＦ各地方本部に提出しな

ければならない。 

ただし、天災地変その他の不可抗力によるものとして、ＪＡＦが開催不能

の理由を認めた場合、その取消し手数料は免除される。 

 

第６条～第７条 【略】 

 

以上 

 




